
学 第 2 9 9  号 

令和元年９月 20 日 

 

各 私 立 幼 稚 園 設 置 者 

（施設型給付を受給する幼稚園を除く） 

岩手県政策地域部学事振興課総括課長 

 

 

令和元年度私立学校被災児童生徒等就学支援事業費に係る書類の提出に係る留意点について 

令和元年７月３日付け学第136号で通知をした標記事業に係る書類提出について、令和元年10月１日以降の幼

児教育の無償化に伴う留意点等を下記のとおりお知らせしますので、事務処理にあたり、御留意いただきます

ようお願いします。 

 

記 

１ 留意事項 

（１） 補助対象経費について 

   ア これまでと同様、各幼稚園が園則で定める入学選考料、入園料、保育料及び施設整備費等について

補助する。 

   イ 10 月１日以降の入園料及び保育料は、「子育てのための施設等利用給付（以下「施設等利用費」と

いう。）」を優先し、園則で定める給食費（保育料に含まれる場合を含む。）は、各市町村が実施する

「実費徴収に係る補足給付事業」を優先する。これらを控除した残額について本事業の対象とする。 

（２） 計上方法等について 

保育料に施設等利用費の対象とならない費用（給食費等）が含まれている場合には、当該費用とその

他保育料に区分し、授業料等減免確認書（個票）（別紙１③）に内訳額が分かるように記載すること。 

 

２ 追加で提出いただく書類 

 （１）当該保護者が施設等利用費の対象となる場合 

   ア 市町村から通知される施設等利用給付認定通知書の写し  

   イ 施設等利用費等支給額等一覧表（別紙） 

※ 代替となる様式等がある場合には、当該様式等の提出をもって足りる。  

 （２）施設等利用費の対象とならない費用（給食費等）が保育料に含まれ、園則に内訳の記載がない場合 

・ 保育料の内訳がわかる書類（請求明細等） 

    

３ 提出年月日及び場所 

令和元年 10月 31日（木）まで 

岩手県庁９階 政策地域部学事振興課（郵送可） 

 

 

 

 

                             

 

様 

【担当】私学振興担当 高橋（希） 

電話 019-629-5041 FAX019-629-5049 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：AH0007@pref.iwate.jp 
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